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この号の内容  

遠隔授業実施に伴う諸問題に   

関する要求書提出 

  

遠隔授業実施に伴う諸問題に関する要求書を提出 

 

大東文化大学教職員組合は、後期も引き続き遠隔授業が継続される中で、教職員への支援策として下記のよう

な対応を可及的速やかに求める。 

 

記 

 

1. 非常勤講師への授業準備・実施補助金の支給 

前期の全面遠隔授業に続き、後期も授業形態（対面・遠隔）に関わらず全教員がオンライン授業配信をするこ

とになる状況で、通信環境の整備、Webカメラ、マイク等の通信機器を自己負担で購入している非常勤講師に対

し、学園から補助金を支給すべきである。組合としては、申請型の補助金として一律 3万円の支給を要求する。

本案件は、8月 24日に提出した緊急要求書においても最優先課題の一つとして要求したところであるが、学園

からの回答には一切言及がなかったため、改めて強く要求する。 

尚、別紙の、非常勤講師への同じ趣旨の補助金を行っている大学の一覧を参照のこと。 

 

２．非常勤講師に対する 2021年度の労働条件の提示 

 少なからぬ非常勤講師が、2021年度以降にどのような形態で授業が実施されるのか、また対面授業の場合の

交通費、或いは遠隔授業継続の場合の通信費等に関し、何らかの支給がなされるのか、大いに心配している。組

合は学園に、2021年度の出講依頼に際して、これら労働条件について明確に示すことを要求する。 

 

３．心身の健康を害している教職員へのサポート 

 コロナ禍により通常とは異なる業務、通常対面授業とは異なる遠隔授業を続け、教職員が心身の健康を害して

いるという報告が多数寄せられている。それらの教職員がいつでも相談できる窓口の連絡の仕方を、より分かり

易い形で大学 HP上等で示すことを要求する。 

 

以上 

 

この度、非常勤講師の先生方から専任の先生方に対し、オンライン授業配信の準備にあたり、自己負担となっ

ていることについてご相談が寄せられ、かつ来年度の授業についてどのような形態で行うのかを明確にしてほし

いとの声がありました。これについては既に組合で非常勤講師の方々の改善を求めた要求書を提出しております

が、具体的改善案は大学から出されることはありませんでした。 

そこで組合は再度執行委員会等でも議論し、遠隔授業実施に伴う諸問題に関する要求書を 9 月 18 日（金）

メールで学園執行部に提出し、23 日（水）には書面による提出も行いました。要求書への回答が届き次第、皆

様にも「桐」を通してお知らせいたします。 

なお後期もオンライン授業が続き、授業によっては対面と併用することになり、授業負担が増えることが予想

されますが、もし何かございましたらご遠慮なくご意見等をお寄せ願います。 
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豊かな発想で楽しく魅力的な学園を！ 

 

桐１１４５号 （2020 年 9 月 23 日発行） 

 
 
 

本紙は大学組合ｗｅｂサイトｈｔｔｐ：//www.boreas.dti.ne.jp/daito-un/ にも掲載しています。 

本紙へのご投稿、ご意見、ご質問は daito-un@boreas.dti.ne.jp  にお寄せください。 

 

東京私大教連の機関紙より他私大の賃金・諸手当の改善（8 月 8 日現在）を抜粋し、要求書の別紙資料として

提出した（大学名は本誌では不掲載）。 

 
 

①特別一時金 1 万 2 千円（専任教職員、常勤嘱託職員） 

＜病院職員＞ 

②特別勤務手当として、新型コロナウイルス感染症の患者対応を行った職員に、関りの度合いに

応じて 2 万円もしくは 1 万円を支給（4、5 月）。 

③診療特別手当として、専任職員及び常勤嘱託職員に 5 千円支給。 

①全教職員に対し、業務負担増大に報いる特別手当 2 万円を支給（大学・中高の非常勤講師、嘱

託職員、契約職員、派遣職員も対象。特に業務負荷が大きい職員には、特別加算あり） 

②オンライン授業実施に要した経費の実費精算 上限 3 万円（自費負担でカメラ、マイク等を購

入した経費について実費精算） 

③通勤定期の払い戻し不能分の補填（大学・中高教員）。 

①臨時特別一時金 1 万円。 

①「新型コロナ対応業務への慰労として 1 万円を支給」。 

対象は、専任教職員、非常勤講師、嘱託職員。 

①遠隔授業臨時手当 一律 1 万円（専任教員、前学期・通年の非常勤講師） 

②在宅勤務等臨時手当 一律 1 万円（専任職員、嘱託職員、TA・RA を除く臨時職員） 

①大学教員（非常勤講師含む）に、1 万 5 千円を上限とする情報通信環境整備費を実費で支給。 

①本務校を持たない非常勤講師にオンライン授業手当 2 万円を支給。 

①職員に対して在宅勤務の通信費補助（金額未定） 

夏季一時金 

①専任教職員一律 20 万円（昨年よりも 5 万円増額） 

②特任教員・嘱託職員に一律 2 万円（昨年より 1 万円増額） 

①新型コロナ禍対応手当 一律 3 万円 

①コロナでの危険手当 医師・看護師 3000 円（1 日）、医療技術職 2000 円（1 日）、 

事務職 1000 円（1 日） 
 

 

 

＜組合事務室開室日のお知らせ＞ 
9 月 23 日からの開室日は下記の通りになります。ご不便をおかけ致しますが、どうぞよろしくお願い致します。 

＜開室日＞  9 月 2３日（水）・２４日（木）・２８日（月）・３０日（水） 

  10 月～12 月は開室日が月・水・木  曜日に変更になります。 

※会議等で変更になる場合もございます。HPをご確認ください 

＜開室時間＞ ９：３０～１７：３０ （昼休み 11：30～12：30） 

 

 
組合事務室開室日は

組合ホームページに

も掲載しています。 

 

◆大学組合新執行委員＆新代議員募集！◆ 
ただいま、大学組合では 2020/2021 年度新執行委員＆新代議員を募集しております。 

お一人でも多くの執行委員、代議員をお迎えして広く情報を集約し、多様な考え方・立場のもと

に充実した討論を重ねて学園・大学執行部に核心をついた意見や要求を出すことのできる組合づ

くりを目指しています。組合活動の活性化にお力をお貸しください。 

ご連絡は執行委員、組合書記局（内線 4951・📩アドレス daitun@boreas.dti.ne.jp）まで。 

お待ちしております。新しい力を組合執行部へ！ 
 


